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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，特定非営利活動法

人コンクリート製品 JIS 協議会（JPCC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正

した日本工業規格である。これによって，JIS A 5372:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 28 年 10 月 19 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS

マーク表示認証において，JIS A 5372:2010 によることができる。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 5372：2016 
 

プレキャスト鉄筋コンクリート製品 

Precast reinforced concrete products 

 
1 適用範囲 

この規格は，鉄筋コンクリート製のプレキャストコンクリート製品（以下，RC 製品という。）について

規定する。ただし，日本工業規格が別途定められている建築用コンクリート製品，及び視覚障害者誘導用

コンクリート製品には，この規格は適用しない。 

この規格は，鉄筋コンクリート構造とすることを意図しない施工上の安全確保などを目的として，鋼材

などを用いている製品には，適用しない。 

なお，技術的に重要な改正に関する新旧対照表を附属書 H に記載する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 0203 コンクリート用語 

JIS A 1107 コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法 

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 5361 プレキャストコンクリート製品－種類，製品の呼び方及び表示の通則 

JIS A 5362 プレキャストコンクリート製品－要求性能とその照査方法 

JIS A 5363 プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則 

JIS A 5364 プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則 

JIS A 5365 プレキャストコンクリート製品－検査方法通則 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS A 0203 によるほか，次による。 

3.1 

I 類 

製品の性能が満足されることが，実績によって確認された仕様に基づいて製造される RC 製品で，附属

書に推奨仕様が示されているもの。 

3.2 

II 類 

受渡当事者間の協議によって，性能及び仕様を定めて製造される RC 製品。 

 


